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す
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を
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…
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三
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安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

の
実
施

…
…
…
四

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行

期
日
を
定
め
る
規
則

(

規
則
第
六
十
六
号)

(

行
政
管
理
室)

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年

広
島
県
条
例
第
二
十
号)

第
四
条
の
規
定
の
施
行
期
日
を
平
成
十
八
年
九
月
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

規規規

則則則

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期

日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
六
十
六
号

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
広

島
県
条
例
第
二
十
号)

第
四
条
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
と
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

特
定
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

二

申
請
の
内
容

六
六
の
二

ハ

旅
館
業
の
用
に
供
す
る
入
浴
施
設
八
〇
基
を
設
置
し
、
六
六
の
二

ニ

旅
館
業
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
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…
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…
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…

…
…
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…
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…
…
…
…
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…

…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
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…
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…
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…
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…
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…
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工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

尾
道
市
浦
崎
町
大
平
木
一
三
四
四－

一
か
ら
四

リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
ベ
ラ
ビ
ス
タ
境
ガ
浜

福
山
市
沼
隈
町
大
字
常
石
一
〇
八
三
番
地

株
式
会
社

ジ
ン
・
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
シ
ー
ク

代
表
取
締
役
社
長

神
原

秀
明

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円

(定期)

定

第 ６１

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



用
に
供
す
る
厨
房
施
設
一
基
の
使
用
の
方
法
を
変
更
す
る
。

１

特
定
施
設
の
種
類
能
力
及
び
使
用
の
方
法

(

そ
の
一)

(

そ
の
二)

２

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

変
更
な
し

３

排
出
水
の
汚
染
状
態

変
更
な
し

三

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日
か
ら

平
成
十
八
年
九
月

六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
環
境
管
理
課
及

び
尾
道
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
号

次
の
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
遊
漁
規
則
の
変
更
を
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

帝
釈
峡
漁
業
協
同
組
合
内
水
共
第
四
十
七
号
、
内
水
共
第
四
十
八
号
及
び
内
水
共
第
四
十
九

号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
五
条
第
三
項
の

｢５
｣

の

｢滝
口
商
店
｣

を

｢谷
本
商
会
｣

に
、｢(08478)7－

0430｣

を｢(0847)
87－

0101｣

に
、｢６

｣

の

｢横
山
幹
和
｣

を

｢田
辺
石
油
店
｣

に
、｢(08478)

8－
0445｣

を｢(0847)
88－

0177｣

に
、｢10｣

の

｢原
田
商
店
｣

を

｢弥
生
食
堂
｣

に
、｢(08477)

6－
0019｣

を

｢(08477)
6－

0018｣

に
改
め
る
と
と
も
に
、
同
項
中

｢比
婆
郡
東
城
町
｣

を

｢庄
原
市
東
城
町
｣

に
、

｢神
石
町
｣

及
び

｢油
木
町
｣

を

｢神
石
高
原
町
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
知
事
の
認
可
が
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
竹
港
に
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使 用 の 方 法 工 期 等 能

力

種

類

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態 使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

大
腸
菌
群
数

(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

ノ
ル
マ
ン
ヘ
キ
サ
ン
抽
出

物
質
含
有
量

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

マ
リ
ン
パ
ー
ク
境
ガ
浜
の

合
併
浄
化
槽
で
処
理

七
・
〇

一
〇
、
〇
〇〇

二
〇

一
〇

六
〇

二
〇

七
二

一
〇
〇

五
・
五
〜

九
・
〇

通

常

二
四
時
間
連
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
手
後
六
〇
日

許
可
後
直
ち
に

一
日
当
た
り
一
三
六
人

六
六
の
二

ハ

入
浴
施

設

八
基

(

新
刊(

Ｃ)

八
・
六

一
〇
、
〇
〇〇

三
〇

一
五

七
五

三
〇

一
一
〇

一
五
〇

五
・
五
〜

九
・
〇

最

大

同
上

三
五

���������
同
上

��������
通

常

�����
同
上

���� 六
六
の
二

ハ

入
浴
施

設

七
二
基

(

本
館(

Ｃ))

六
八
・
五
二

最

大

種

類

工

事

着

手

予

定

年

月

日� 六
六

ニ

厨
房
施
設

一
基(

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ハ

ウ
ス
Ｂ
七)

変

更

前

許
可
後
直
ち
に

��
同
上

�
変

更

後

使用の方法 工期等

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単
位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

項

目

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

二
・
〇

通

常

�

既
設

��

八
・
七
八

最

大

五
・
〇

通

常

完
成
後
直
ち
に

着
手
後
直
ち
に一

一
・
二
一

最

大

(定期)



係
る
港
湾
隣
接
地
域
の
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

大
竹
港
港
湾
管
理
者

広
島
県

代
表
者

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

期
日

平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
午
後
二
時

二

場
所

大
竹
市
小
方
一
丁
目
十
一
番
一
号

大
竹
市
役
所
三
階
会
議
室

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
地
域

大
竹
港
大
竹
地
区

(

そ
の
一
、
そ
の
二)

公公公

告告告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
県
は
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー
吉
田
店

所
在
地

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
字
鯨
多
三
八
九
四
番
地
一
外

二

県
の
通
知
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
○
番
五
二
号)

安
芸
高
田
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課

(

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九
一)

三

県
の
通
知
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾
道
市
因

島
重
井
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
平
成
十
八
年
八
月
三
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
七
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

62号

次
の
遊
技
機
は

、遊
技
機
の
認
定
及
び
形
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の
で

、

規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
８
月

17日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

高
須

司
登
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3

6P
0625

6P
0629

5P
1262

6P
0502

5P
1291

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
８
月

1
7
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
ア
ク

ア
ポ
リ
ス

２
Ｔ
Ｋ
Ｓ

Ｃ
Ｒ
ア
ク

ア
ポ
リ
ス

２
Ｈ

Ｃ
Ｒ
海
底

少
年
マ
リ

ン
Ｓ
Ｅ

57

Ｃ
Ｒ
海
底

少
年
マ
リ

ン
Ｎ
Ｃ
Ｅ

54 Ｃ
Ｒ
海
底

少
年
マ
リ

ン
Ｓ
Ｅ

56
Ｆ 型
式
名

同
上

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岸

勇
夫

(愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町

一
丁
目

127番
地
)

同
上

同
上

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)(定期)(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

84号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
実
施

す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

。以
下
｢規

則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

18年
８
月

17日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

高
須

司
登

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(普
通
)

２
審
査
の
期
日

平
成

18年
９
月

20日�
21日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

道
路
交
通
法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

18年
９
月

13日

平成18年 8月17日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 7号

4

6P
0210

6P
0489

6P
0463

6P
0490

6P
0527

6S
0501

6P
0496

6P
0535

6P
0515

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

回
胴
式
遊
技

機

同
上

同
上

同
上

Ｃ
Ｒ
ス

ー

パ

ー海
物

語
Ｍ

75Ｆ

Ｃ
Ｒ
ア
メ

リ
カ
ン
ド

リ

ーム
Ｓ

Ａ
Ｈ

Ｃ
Ｒ
激
流

王
Ｓ
Ｋ
Ａ

Ｃ
Ｒ
ア
メ

リ
カ
ン
ド

リ

ーム
Ｍ

Ｔ
Ａ

Ｃ
Ｒ
ア
メ

リ
カ
ン
ド

リ

ーム
Ｓ

Ｔ
Ｃ

南
国
娘
Ｘ

Ｃ
Ｒ
ラ
ン

ボ

ーＥ
Ｊ

Ｃ
Ｒ
ラ
ン

ボ

ーＥ
Ｓ

Ｃ
Ｒ
ラ
ン

ボ

ーＭ
Ｋ

同
上

同
上

同
上

同
上

株
式
会
社
三
洋
物
産

代
表
取
締
役
金
沢
要
求

(愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区

今
池
三
丁
目
９
番

21号
)

同
上

同
上

同
上

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

代
表
取
締
役
嶺
井
勝
也

(東
京
都
台
東
区
上
野
二
丁

目
11番

７
号
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

(定期)(号外)(定期)


